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今月のピックアップ :利嘗事業
　　　　　　 　

　
　

新安匙たにし翠翹頚館嬢を蟄 鞠浚燃さず
…

見沢縦群潔輯麟期鮨僕強請 gきこぎ
沼田町のご担当者にお集りいただき イ ンタ ゼミ '

ビユーをしました。
鋭

左から、 沼田町の伊藤研究員、 編集委員
岩見沢市の三島主幹、美唄市の金子主事

編集委員 :雪氷冷熱の利用を考えついたきっかけは

どういったことでしようが。

沼田町伊藤研究員 ;沼田町が雪利用の取り組みを始

めるきっかけは、 平成 8 年に建設したスノークール

ライスファクトリーです。 本施設は籾バラの乾燥調

製と低温貯蔵の二つの役割を備えた複合施設ですが、
沼田町らしい特徴ある施設にしようと考えた時に浮

かんだのが、 豪雪地帯である沼田町にとってこれま

で｢厄介者｣とされてきた ｢雪｣を逆に利用する低温貯

蔵方法でした。 当時、 潮貯蔵への雪冷房導入は｢世界

初｣の試みでしたが、 雪冷房が功を奏し｢雪中米｣とい

う地域ブランドを誕生させました。 以降、 利雪への

関心が高まり、 ｢雪と共生するまちづくり｣を目指す

取り組みを行っています。 また以前から雪の下に野

菜などを貯蔵する習慣が町に残っていたことも、 現

在の雪利用に繋がっていると思います。

美唄市金子主事 :平成9 年当時、道内の米の収穫量

は 1 位が旭川、 2 位が深川、 3 位が美唄でした。 米

がたくさん獲れて、 雪もたくさんあるということで、

雪を利用した農産物の大規模低温倉庫を中心とした

利雪産業クラスター形成を目指し、 美唄自然エネル

ギー研究会を平成 9 年に立ち上げました。 この研究

会は産学官で構成されており、 当初は美唄市内の3 0

~ 4 0名程度から出発し現在は6 0 ~ 7 0名程度まで

会員数が増え、 その約半分が美唄市以外の会員です。
この研究会はいわば｢雪利用のよろず相談｣というか
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たちで雪に興味のある方々が集っています。 市内で

は市民が率先して雪利用に取組み、 現在では民間に

よる9 施設に雪冷房が導入されています。

岩見沢市三島主幹 :岩見沢は豪雪地帯のため, 除排

雪の費用がもの凄く大きいもので、 なんとか費用を

低減し、 効率的な除排雪ができないかと市建設部の

石森元部長が考え、 それまで雪堆積場が 1 ･ 2 カ所

しかなかったものから、 住民のご理解を得て、 使わ

れていない公共用地を冬期の間、 雪堆積場として十

数箇所を利用させていただきました。 その後、 集め

た雪をただ春になって融かすだけではもったいない

ということで、 雪氷冷熱を利用しようと、 沼田町や

美唄市が雪に取り組んだことがきっかけとなって、

雪利用が新エネルギーになったこともあり、 平成15

年から取り組み始めました。

編集委員 ;食べ物たと昧などもありますが、 雪利用

で変わるものでしようか。

美唄市金子主義 :普通の低温倉庫だと、 とても湿度

が低い環境です。 雪の場合はほぼ0 ℃程度の低温で、

湿度が99 % と非常に高く、野菜の細胞の活性化抑制

と乾燥を防ぐことができます。 もう一つ、 野菜の持

つでんぷん質が低温順化して糖度を上げるというこ

とで、 旨みが増します。 それは昔から雪国で利用さ

れていたのですが、 これを上手く利用していけば、

単なる出荷調整や長期保存だけではなく、付加価値

の高い農産物が可能です。

沼田町伊藤研究員 :鮮度維持はもちろんですが、 雪

国だからできる独自のストーリーを持った商品とし

て、 商品力がU P することにも期待しています。

編集委員 :岩見沢市は現在実証試験中と伺っていま

すが。

岩見沢市三島主幹 :住宅街に公共用地があり雪堆積

場として利用していたところに、高齢者福祉センター

と保育所があり、勾配を利用して自然に流れる融雪

水を使って冷房しており、 順調に稼動しています。

編集委員 :使われている雪堆積場の面積は相当に大

きいのでは。

岩見沢市三島主幹 :未利用の公共用地はいるいると

ありまして、 そのような場所が十数箇所ありますの

で、 そこに地区の除排雪した雪を持っていくかたち

です。

編集委員 :沼田町などは除排雪の利用はされていな

いのですか。

沼田町伊藤研究員 沼田町では例年10万トンもの道

路除排雪が発生し、町内数箇所の雪捨場に文字通り

捨てられています。 この雪を捨てるのではなく、 -

箇所に集約して雪エネルギー供給基地として活用し

岩見沢市 ･三島主幹

利雪による冷房を行っている岩見沢市高齢者福祉センター



などだ さ、ふし ^な ぞ 事 "さ
ようというのが｢沼田式雪山センタープロジェクト｣

です。 昨年 4 月から、 現在の需要にあわせた5 ,0 0 0

トン規模の雪山を除排雪から造成し、 春から秋にか

けて雪を運搬供給する事業を開始しています。町内

の雪利用施設のほか、 町内外のイベントへの提供な

どエネルギー利用以外にも活用しています。

美唄市金子主事 :なぜこの雪山の発想に至ったかと

言いますと、 市内に民間も含めて 10施設ありますが、
雪を貯める貯雪庫の中に春先の雪を入れて、 夏の冷

房等に使うわけですけれども、 暑い夏も冷房の必要

ない夏もあるためにその雪が残ったり、 あるいは足

りなくなったりする場合があります。 その時に雪が

たくさんあるのだから、 たくさん取りおいて自由に

使えないかと。雪冷房のために貯めた雪を一気に使っ

てしまい無くなってしまうとその後は冷房ができな

くなるというのが問題でした。 それで、 ではふんだ

んにある雪を施設の近くに集め貯めて保存し、 それ

を供給したらどうかということになったのですが、
問題点は雪の運搬コストをいかに抑えられるかが悩

ましいところだと思います。 その点がクリアできれ

ば普及も進んでいくと思います。

編集委員 :道路の除排雪を利用するわけではないの

ですね。

美唄市金子主事 :雪山を作るのにも重機を使って経

費がかかりますので、 できれば排雪の汚い雪、 きれ

利雪のために集められた雪山

いな雪を最初から分けられれば雪山を作る経費を削

減できますので。 ただ今年のように雪が少ないと汚

い雪も使わざるを得ないです。 その場合には熱交換

器で冷熱だけを取り出すと。 貴重な資源ですのでそ

ういった方法で無駄にしないようにしています。

編集委員 :昨年の洞爺湖サミットでも国際メデイア

センターで雪冷房が使われるといったことがありま

したが。

美唄市金子主事 :美唄自然エネルギー研究会の技術

指導を設立当初から担当されている室蘭工業大学の

婚山先生が国際メデイアセンター (IM C )の雪冷房シ

ステムを提案 ･設計されたのですが、 センターの建

設 ･冷房システムについても会員企業が携わること

ができました。 これまで研究会で学んだ成果を伝え

る機会があまり無かったのですが、 今回サミット会

場のIM C雪冷房建設に携わり、 雪国として北海道から

美唄から、 世界に向けて雪利用の技術を発信できた

ということで会員皆さんも非常に喜んでおられます。
これからさらに降雪地域で雪利用が進めば良いと考

えております。

編集委員 :雪利用によるC 0 2の削減量はどの程度で

しようか。

美唄市金子主事 :雪 T トンは原油換算で 10リットル

になり、 この l0リットルの原油を燃焼させた場合2 8

キログラムのC 0 2が発生するので、 雪の利用は原油美唄市 ･金子主事
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消費量やC 0 2を削減できるということで、 省エネと

環境保全とに貢献できるエネルギーと言えます。

沼田町伊藤研究員 が召田町ですと利用施設全体で約

4 ,8 5 0 トンですので、 C 0 2換算で約 13 5 ,8 0 0キログ

ラム 0 3 5 .8 トン)ぐらいとなります。

美唄市金子主事 :さらに冷熱を取ったあとは農業な

どに必要な水資源としても使えるわけです。

編集委員 :導入するにあたってのコストなどは。

美唄市金子主事 :雪は新エネルギーとして認定され

支援もあります。雪冷房導入の際、経済産業省から

N E D 0 (ネド)を通して、 行政 ･非営利団体では2 分

の↑、 事業者は 3 分の乍の支援が受けられます。 こ

れらの支援を上手に使っていくことで初期投資の軽

減や回収に繋がります。 例えば ｣ A 美唄 ｢雪蔵工房｣

米倉庫の場合、 全体で 5 億 3 千万のうち 1 億 5 千万

が雪利用にかかっていますが、 通常の電気式の設備

でも同程度の経費ということで、 ランニングコスト

の削減、 耐用年数やメンテナンスの簡易さ、 地域資

源の活用と省エネや環境保全効果など、 これら雪の

メリットを選んで導入しました。 その施設や目的に

あった支援を選び活用していくことも必要ですね。

編集委員 :将来像をお聞かせ下さい。

沼田町伊藤研究員 :沼田式雪山センタープロジェク

トとあわせた｢利雪型食料貯蔵流通基地｣の実現です。
雪冷熱エネルギーを最大に活かした食料の貯蔵流通

体制の確立を目指すものです。 また、 情報と農業と

雪を融合した ｢ホワイトデーターセンター構想｣を美

唄自然エネルギー研究会様と共同ですすめています。

雪の利用が雪国文化の再発見や新たな創造に繋がれ

ばと思います。

岩見沢市三島主幹 :岩見沢を含めて農業地帯 ･水田

ですから、 水の利用というのがあるんですが、 今年

は渇水が心配されています。今は施設の冷房のみで

すが、雪保冷した農産物を加工したり、雪保冷した

農産物を東京に持っていきたい、 そういった部分で

活用できたらと思っています。

美唄市金子主事 :ある程度雪利用の技術というのは

完成されていると言って良いと思いますが、 これを

産業や民生とか生活の中に取り入れていく、 整備し

ていくことが重要だと思っています。 整備していく

中で新たな事業や産業が生まれてくる、 そういった

かたちに合わせながら進めていくことによって、 技

術も普及も進んでいくのではないかと思います。
ごく当たり前に雪を生活の中で電気や電話と同じよ

うに使えるようになる、 将来的には雪国の生活の -

部になることが目標です。

編集委員 :今日はどうもありがとうございました。

沼田町 ･伊藤研究員



支部ピックア･ソプ :空知支部 !鰹

編集委員 :空知支部の取組みはどのようなものでしよ

うか。

佐藤支部長 ;支部研修会を毎年2 回開催し、初回は事

務局所在地で行い、2 回目は比較的、法に薄い行政書

士の居ない町村を選び、我々が出向き、いわゆる出前

研修会を開催しておりますが、広範な地域性から参加

者が20名程度と推移しております。

編集委員 :夕張を抱えている状況について支部ではど

のようにお考えでしようか。

佐藤支部長 :空知地方はご承知の通り、石炭産業で栄

えた所で、夕張を始め赤平、歌志内、上砂川と町が疲弊

し、全国的にも財政指数が下位にランクされています。

支部としても支援をしていきたいところですが、何分に

も支出が伴うため、道会の指示を頂き可能な限り、会

員の派遣を行っているところです。

編集委員 :今後の支部の取組みについて教えてくださ

いo

佐藤支部長 :会員の資質向上により、どんな事案にも

対応できる行政書士の育成に努めていきたいと思いま

す。

そのためにも研修会の充実を一層図っていきたいと思

います。

編集委員 :ありがとうございました。

空知支部 ･佐藤武支部長

支部ピックアップ第 9 回は空知支部です。 空知支

部 ･佐藤武支部長にお話をお聞きしました。

* * *

編集委員 :空知支部の現況や特徴を教えてください。

佐藤支部長:現在の会員数は9 6名で減少傾向にあり

ます。

エリアは9 市 14 町であり、 両端の距離は概ね2 0 0 k m

を超える広範な管内です。

当支部も、 会員の高齢化、 加えて世代交代が進みつ

つありますが、 なかなか大幅には進展していないのが

実状です。

編集委員 :会員の業務における特徴についてお聞かせ

下さい。

佐藤支部長:許認可申請業務が大半を占めており、建

設業、運輸関係、産廃、その他相続などの民事関係に

取組んでいる会員が多いようです。
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経営承継円滑化法に関する研修会が開催されました
平成2 1年 3 月 14 日、 札幌市白石区の札幌市産業振興センターにおいて、 経営承継円滑化法に関す

る研修会が、本会札幌支部と本会業務部の連携により開催されました。

午後 1時半から午後3 時まで、弁護士で中小企業診断士の舛田雅彦様による｢事業承継に関する法

制度 (経営承継円滑化法)｣についての講義があり、 引続き午後 4 時半まで、 札幌支部の吉田充会員によ

る｢事業承継に関する許認可業務｣の講義が行なわれました。

この研修は、 平成2 0年 lo月↑日に経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関す

る法律)の施行に関連して開催されたもので、 行政書士の新規業務ということもあり、 道内および札幌

支部からたくさんの会員の参加があり、 参加者は熱心に講師の話しに耳を傾けていました。

弁護士で中小企業診断士 舛田雅彦氏 札幌支部 吉田充会員

札幌支部 大沼準会員 会場の様子

会場の様子
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経営承継円滑化法における行政手続 (前編)

円滑化法においては、 大きく分けて 3 つの手続がある

①. 民法の特例適用のための確認申請

最終的には司法手続(家庭裁判所の許可)を行わなければならない

②. 金融支援措置適用のための認定申請

③. 事業承継税制適用のための認定申請

･事前手続として｢計画的承継に係る取組についての確認｣がある

･事後手続として｢事業継続報告｣がある

※｢確認｣、 ｢認定｣という用語を混同しないように注意が必要

※この資料の理解を深めるために、 以下の資料をダウンロードして読まれることをオススメします。

･中小企業経営承継円滑化法条文

･中小企業経営承継円滑化法施行規則条文

･中小企業経営承継円滑化法申請マニュアル

※上記は、 中小企業庁のホームページからダウンロードすることができます

モデル会社とその概要

会 社 名 :北海総合建設株式会社

会社所在地圈札幌市東区北●●条東●●丁目●番●号

業 種 "建設業

資 本 金 謡 q o o o ,0 0 0円

発行済株式数 簿 ,0 0 0株

旧 代 表 者 :北海〉原之肋 (現 ･取締役会長 = 代表権は無い)

現 代 表 者 :北海太郎(現 ･代表取締役社長)

※事業承継税制に関する申請書には、 旧代表者の死亡後に申請するものがある。

そのため、本資料において事業承継税制に関する申請書については、旧代表者は死亡したものとして取り扱っ

ている。



業務資料圏
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様式第↑ (民法特例の適用に関する申請書)

遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書

平成2 1年×月×日

経済産業大臣

○ ○ 0 0 殿

住 所 札幌市東区北e e条東e●丁目

●番●号

氏 名 北 海 太 郎 ⑰

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第7 条第 1 項の確認を受けたいので、

別紙その他の必要書類を添えて申請します。

(備考)

1 用紙の大きさは、 日本工業規格A 4 とする。
2 . 記名押印については、 署名をする場合、 押印を省略することができる。

3 . 法第 7 条第 2 項に掲げる書類各 1 通並びに申請書 (別紙を含む。)の写し及び法第7 条第 2 項第 1 号

の書面の写し各2 通を添付する。
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特

例

中

小

企

業

者

会 社 所 在 地 札幌市東区北e e条東e e 丁目e番e 号

会 社 名 北海総合建設株式会社

代表者の氏名 北海太郎

設 立 日 昭和 6 0 年 篝o 月 1日

資本金の額又は出資の総額 (*) 10 ,0 o q o o o 円

株式上場又は店頭登録の有無 (* )
ア 株式を上場又は店頭登録している。

⑦ 株式を上場又は店頭登録していない。
主たる事業内容 (* ) 建設工事業

総株主又は総社員の議決権の数 (* ) 亀000 個 常時使用する従業員の数 (*) 2 5 人

旧
代
表
者

住 所 札幌市東区北●●条東e e丁目e 番e 号

氏 名 北海源之助

代表権の有無 (* ) あり / 区ロヨ (退任日 平成 2 1年2月 l日)

後

継

者

住 所 札幌市東区北●●条東●●丁目e番e号

氏 名 北海太郎

電 話 番 号 0 1 1 - ××× - 0 0 0 O

保有議決権数及び割合 (* ) 8 0 0 個 (8 0 % )

旧代表者との続柄 長男

後継者以外の推定相続人 目録記載のとおり。

意

の

内

容

チェック欄 合 意 を し た 事 項 添付書類

O
旧代表者の推定相続人間の合意が特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図

るためにされたものであること。
合意書第 1条

O
法第4 条第す項第 1号の規

定による合意

左記合意の対象とした株式等

に係る議決権の数
4 0 0 個 合意書第3条①

O
法第4 条第 1項第 2 号の規

定による合意

左記合意の対象とした株式等

に係る議決権の数及び価額

2 0 0 個

5 0 0 万円
合意書第3条②

O 法第4 条第3 項の規定による合意 合意書第5条

法第5条の規定による合意

O 法第 6 条第 1項の規定による合意 合意書第5条

O 法第6 条第 2 項の規定による合意 合意書第5条

(記載要領)

1 , (* )の事項については、 合意をした日における状況を記載すること。

2 , ｢合意の内容｣欄については、 合意をした事項の｢チェック欄=こ0 印を記載し、『添付書棚には当該事項を

雁詰できる書類及び該当箇所 (例:合意書第 e 条)を記載すること。
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後継者以外の推定相続人目録

癸

住 所 札幌市東区北e e条東e e 丁目e 番ゆ号

氏 名 北海花子

電 話 番 号 0 l↑ - ××× - 0 0 0 0 =日代表者との続柄 I 妻

住 所 札幌市北区太平e条e丁目●番e号

氏 名 北海次郎

電 話 番 号 0 1 1 - ××× - 0 0 0 0 =日代表者との続柄 I 〉欠男

住 所 札幌市中央区宮の森●条e丁目e番e 号

氏 名 札幌香織

電 話 番 号 0 1 1 - ××× - ○○○○ =日代表者との続柄 I 長女

住 所

氏 名

電 話 番 号 旧代表者との続柄
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合 意 書 (サンプル)

北海総合建設株式会社の旧代表者である北海源之助の推定相続人である北海花子、北海太郎、北海次郎及ぴ札

幌香織は、 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律に基づき、 以下の通り合意する。

本合意は、北海太郎が北海源之肋からの贈与により取得した北海総合建設株式会社の株式につき遺留

分の算定に係る合意等をすることにより、 北海総合建設株式会社の承継の円滑化を図ることを目的と

する。

第2 条 北海花子、 北海太郎、 北海次郎及ぴ札幌香織は、 以下に掲げる事項を相互に確認するものとする。

①. 北海源之自力が北海総合建設株式会社の代表取締役であったこと

②. 北海花子、 北海太郎、 北海次郎及ぴ札幌香織が、 いずれも北海源之自力の推定相続人であり、 こ

れらの者以外に北海源之自力の推定相続人が存在しないこと

③. 北海太郎が、現在北海総合建設株式会社の総株主の議決権篤000個の過半数である800個を

保有していること

④. 北海太郎が、現在北海総合建設株式会社の代表取締役であること

第3 条 北海花子、北海太郎、北海次郎及ぴ札幌香織は、北海太郎が北海源之助からの平成2 1年 0 0月○日

付け贈与により取得した北海総合建設株式会社の株式6 0 0株について、 以下の通り合意する。

①. 上記6 0 0 株のうち4 00株について、 北海源之助を被相続人とする相続に際し、 その価額を遺

留分算定のための持ち戻しの対象としない。

②. 上記6 0 0株のうち2 0 0株については、 北海源之肋を被相続人とする相続に際し、 遺留分を算

定するための持ち戻しの価額を5 0 0万円 (1 株あたり2 5 P O O円。 税理士 0 0 0 0 が相当な価

額として証明したもの)とする。

第4 条 北海花子、 北海太郎、 北海次郎及ぴ札幌香織は、 北海源之自力の推定相続人間の衡平を図るために、 以

下に掲げる贈与について、 北海源之自力を被相続人とする相続に際し、 その価額を遺留分算定のための

持ち戻しの対象としないことを合意する。

①. 北海花子が平成○年○月○日付けの贈与により取得した定期預金1 ,5 0 0万円

②‘ 北海)欠郎が自宅用不動産購入資金として平成○年○月○日付けの贈与により取得した現金

1 3 0 0万円。

③. 札幌香織が平成0 0年○月○日付けの贈与により取得した下記の不動産

不動産の表示

【以下省略】

第5条 北海太郎が第3条の合意の対象とした株式の一部又は全部を処分(無償譲渡を含む)した時又は、北海

源之自力の生存中に北海総合建設の代表取締役を退任した時は、北海花子、北海次郎及ぴ札幌香織は、

北海太郎に対して、 それぞれ金 e e e 万円を請求できるとともに、 共同して本合意を解除することが

できる。
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第6 条 北海太郎は、本合意成立の日から 1ケ月以内に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第

7 条所定の経済産業大臣の確認の申請をするものとする。

2 , 北海花子、 北海次郎及ぴ札幌香織は、 前項の確認手続に必要な書類の収集、 提出等、 北海太郎の確認

申請手続に協力するものとする。

第7条 北海太郎は、前条に定める経済産業大臣の確認を受けた時は、当該確認を受けた日から↑ヶ月以内に、

本合意書第3条及び第4条の合意につき、管轄家庭裁判所に対して中小企業における経営の承継の円

滑化に関する法律第8 条所定の許可審判の申立をするものとする。

2 . 北海花子、 北海次郎及ぴ札幌香織は、 前項の許可審判申立手続に必要な書類の収集、 提出等、 北海太

郎の許可審判申立手続に協力するものとする。

第8条 本合意書第 7 条及び第 8 条に係る費用は、 北海太郎が負担するものとする。
2 . 北海花子、 北海次郎及ぴ札幌香織が、 本合意書第6 条及び第 7 条に定めた手続に協力するにあ

たって費用が発生した時は、 その費用相当額を北海太郎に対し請求できるものとする。

以上の通り共同相続人全員による合意が成立したので、 これを証するため本書を作成し次に各自署名押印のうえ

印鑑登録証明書を添付する。

平成 年 月 日

推定相続人

住 所

氏 名

住 所

氏 名

住 所

氏 名

住 所

氏 名

(以下余白)

　し“】“′}、、“yt′】“、““′′“′′“-、̂
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経済産業大臣 殿

誓 約 書

当社は、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第67条の

11第 1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社ではないことを誓います。

' 平成 年 月 日

会社所在地

会社名
》 代表者氏名 ⑩
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添付書類 (遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書)

①. 合意の当事者の全員の署名又は記名押印のある書面

･当該合意に関する書面

･当該合意の当事者全員が当該特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るために当該合意をした旨の

記載がある書面

※同一の書面にしても構わない

②. ｢固定合意｣をした際は、 その価額を証明する書類

･弁護士、 税理士等の証明書

③, 印鑑登録証明書

④, 定款の写し

･現在定款

⑤‘登記事項証明書

⑥, 従業員数証明書

厚生年金保険、健康保険の標準報酬月額決定通知書

⑦. 貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

･直前3 事業年度

⑧. 上場又は店頭登録していない旨の誓約書

⑨‘農業生産法人である旨の農業委員会の証明書

･農業生産法人の場合のみ

⑩, 戸籍謄本等

.合意の当事者が旧代表者の推定相続人の全員であることを証する戸籍謄本等

→ 旧代表者の出生から合意日までの連続した戸籍謄本等

→ 推定相続人全員の戸籍謄本等

… ･e tc

※相続人確定調査のときに収集するものとほぼ同様

⑪, 株主名簿の写し
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※家庭裁判所の許可について (最高裁判所のホームぺ- ジより抜粋)

≧誇ろ 1 . 概要

導
この申立ては、 平成2 1年 3 月 旧 施行の｢中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律｣中の ｢遺留分

与多 に関する民法の特例｣の規定に基づく遺留分の算定に係る合意の許可を求めるものですo

も
“
な ｢遺留分に関する民法の特例｣の規定においては、 一定の要件を満たす中小企業の後継者が、 所要の手続を経

蘂 ることを前提として、 以下の特例などの適用を受けることができる旨定められていますo

(○後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算

入しないこと

(2 )後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算

入すべき価額を合意の時における価額とすること

この手続を利用するためには、旧代表者の推定相続人(兄弟姉妹及びその子を除く。)全員で合意書面を作成

し、 その合意をした日から 1 か月以内に、 後継者が経済産業大臣に対して、 合意についての確認の申請を行う

必要があります。 後継者は、 その確認を受けた日から 1 か月以内に、 家庭裁判所にこの申立てをする必要があ

ります。

家庭裁判所は、 その合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ合意を許可すること

ができません。 許可の審判が確定すると、 合意の効力が生じます。

※対象となる中小企業や後継者等の範囲、合意書面の記載内容、経済産業大臣の確認の手続、各相談機関の連

絡先等については、 中小企業庁のホームページでご覧いただくことができます。

2 , 申立人

経済産業大臣の確認を受けた後継者

3 . 申立ての時期
経済産業大臣の確認を受けた日から乍か月以内

4 . 申立先

旧代表者の住所地の家庭裁判所

5 . 申立てに必要な費用
収入印紙BOO円

連絡用の郵便切手 (申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
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6 . 申立てに必要な書類

申立書 1通

｢遺留分に関する民法の特例に係る確認証明書｣(経済産業大臣作成)↑通

(｢確認書｣ではなく、 ｢確認証明書｣を提出してください。)

合意書面のコピーを推定相続人(申立人を除く。)の人数分の通数

推定相続人全員(申立人を含む。)の戸籍謄本各 1通

旧代表者の戸籍 ･除籍 ･改製原戸籍謄本(出生から現在までのもの)各 1通

(戸籍 .除籍 .政製原戸籍謄本については、 経済産業大臣の確認に伴い、 経済産業省から還付されたもので

も差し支えありません。)

※事案によっては、 このほかの資料の提出をお願いすることがあります。

※本手続は｢審判｣手続です。
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【解説】

遺留分に関する民法特例制度

遺留分減殺請求によって自社株式が散逸することを防ぐために、後継者に対する自社株の生前贈与について、

後継者と遺留分権利者の全員の｢合意｣をもって民法上の特例措置を講ずることができるものとした。

特例制度適用の要件

①, 特例中小企業者であること

･円滑化法第2条に定める中小企業者

･一定期間以上継続して事業を行っている中小企業者→3 年以上

･株式の上場又は店頭登録をしていない中小企業者

②. 旧代表者が後継者に対して株式等を生前贈与していること

･ n日代表者｣とは、 特例中小企業者の代表者であった者 (代表者である者も含む)で、 株式等を贈与

した者→ 既に退任していても、 後継者とともに代表であっても良い

･ ｢後継者｣とは、 旧代表者の推定相続人であって旧代表者から株式等の贈与を受けた者→ 民法上

の推定相続人とは異なり兄弟姉妹及びその子は含まれない

･『株式等｣とは、経営上の意思決定に関与しない完全無議決権株式を除く株式または、合資 ･合名 ･

合同会社の持分

③. 後継者が、 議決権の過半数を有していること

④. 後継者が、 特例中小企業者の代表者であること

･合意する時点において、 特例中小企業者の代表者でなければならない

民法特例に係る合意の内容

①. 除外合意

･後継者が贈与を受けた株式等を遺留分算定基礎財産から除外する旨の合意

→ サンプル合意書では第3条①がこれにあたる

②. 固定合意

･後継者が贈与を受けた株式等の評価額を合意時で固定する旨の合意

→ サンプル合意書では第3条②がこれにあたる

③, 付随合意

後継者が贈与を受けた株式等以外の財産についても遺留分の算定基礎財産から除外する旨の合

意 → サンプル合意書には記載が無い

.後継者以外の推定相続人が贈与を受けた財産について遺留分の算定基礎財産から除外する旨の

合意 → サンプル合意書では第 4 条がこれにあたる

※①と②は、 併用可能
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民法特例適用の手続

経済産業大臣に対する確認申請

①. 経済産業大臣の確認事項

.当該合意が当該特例中小企業者の経営の円滑化を図るためにされたものであること

.申請をした者が当該合意をした日において後継者であったこと

.当該合意をした日において、当該後継者が所有する当該特例中小企業者の株式等のうち当該

合意の対象とした株式等を除いたものにかかわる議決権の数が総株主又は総社員の議決権の

1 0 0分の5 0以下であったこと

り去第 4 条第 3 項の規定による合意をしていること

→ 後継者が合意に係る株式等を処分した場合と旧代表者の生存中に後継者が経営に従事しなく

なった場合に後継者以外の推定相続人がとることができる措置について定めておくこと

②. 申請手続

･申請先は、当分の間経済産業省本省く中小企業庁財務課)だが、各地方経済産業局への提出でも可

家庭裁判所の許可

経済産業大臣による確認後、 家庭裁判所に対して許可申立を行って家庭裁判所の許可を得なければ、 民法

特例は適用されない
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姿 様式第6 (金融支援措置に関する申請書)

　
　 　

認定申請書

(施行規則第6条第↑項第7号以外の事由に該当する場合)

平成2 1年○月○日

経済産業局長 殿

会社所在地 札幌市東区北e e 条東e e 丁目●番○号

会 社 名 北海総合建設株式会社

代表者の氏名 北海太郎

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第 1項の認定(同法施行規則第6条第 1項第7 号

の事由に係るものを除く。)を受けたいので、 下記のとおり申請します。

記

l . 主たる事業内容 建設工事業

2 . 資本金の額又は出資の総額 10 ,0 0 0 ,0 0 0円

3 . 常時使用する従業員の数 2 5人

(備考)

1 . 用紙の大きさは、 日本工業規格A 4とする。

2 . 記名押印については、 署名をする場合、 押印を省略することができる。

3 . 申請者が個人である場合、 記名欄には住所及び氏名を記載する。

4 . 次に掲げる書類を添付する。

(1 )申請書(別紙↑及び2 を含む。)の写し

(2 )認定申請日における申請者の従業員数証明書

(3 )申請者が会社である場合にあっては、 次に掲げる書類

ア 申請者の登記事項証明書く認定申請日の前3月以内に作成されたものに限る。)

イ 認定申請日における申請者の定款の写し

ウ 申請者の詰定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の賃借対照表、損益計算書及び事業報告書

工 申請者が上場会社でない旨の誓約書

(4 )申請者が個人である場合にあっては、申請者の詰定申請日の属する年の前年の計帳簿及び貸借対照表

又はこれらに準ずる書類並びに事業内容の概要を記載した書類

(5 )その他別紙の事由等ごとに提出が求められている書類

(記載要領)

申請者は以下の要領に従って、 法第 12条第 1 項の詰定要件を満たすことを示す。

↑, 経営の承継を行うこととなった原因

別紙↑の該当する事項を記載する。

2 , 事業活動に支障を生じさせる事由

別紙2 の該当する事項を記載する。

圏嫌麗圓釀範廃園蝋圏跿圏鷲剛凹鬮霊離罐錮
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(別紙○

経営の承継を行うこととなった原因

代表者が退任したこと。

氏 名 北海源之自力

退 任 日 平成2 1年○月0 日

退任理由 高齢及び次世代への経営の承継のため

※承継事由が｢代表者の死亡｣である場合は以下のようになる

代表者 (代表者であった者を含む。)が死亡したこと。

氏 名

死亡日

(提出書類)

戸籍謄本等(代表者の死亡を証する書類)
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(別紙2 )

事業活動の継続に支障を生じさせる事由

取引先金融機関との取引に係る支障が生じたこと。

取引先金融機関の名称及び所在地

名 称 :○○銀行株式会社

所在地 :札幌市中央区大通西●丁目●番●号

取引先金融機関からの借入金額(A )

↑0 0 ,0 o q o o o円

借入金額の総額(B)

2 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0円

取引先金融機関からの借入金額の割合 (%、 A / B × 10 0 )

4 3 .4 8 %

借入条件が悪化した内容

借入金額が減少した内容

与信取引が拒絶された内容

その他金融機関との取引に係る支障が生じた内容

(内容については記載省略)

(提出書類)

取引先金融機関からの借入に係る返済方法その他の借入条件の悪化、借入金額の減少又は与信取引の拒絶

その他の取引先金融機関との取引に係る支障が生じたことを証する書類

(記載要領)

｢取引先金融機関｣については、 ｢取引先金融機関からの借入額の割合｣が2 0 % 以上のものを記載する。 なお、

該当するものが複数ある場合には、 それぞれにつき記載する。
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※その他経済産業省は、 以下のような事由を例示している。

①. 申請者が、 当該申請者以外の者が有する株式を取得する必要があること。
取得する株式の価格

(提出書類)

1 . 認定申請日における株主名簿の写し

2 . 申請者が讓受けの申込みをしようとする自己の株式の価格を証する書類

②. 申請者が、当該申請者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること。
取得する不動産の所在地及び地番又は家屋番号並びに価格

取得する動産の名称及び価格

返済を行う申請者に対する貸付金に係る債権者及び金額

支払を行う申請者に対する未収金に係る債権者及び金額

(提出書類)

1 申請者が議受けの申込みをしようとする事業用資産等の登記事項証明書(当該事業用資産

等が不動産である場合に限る。)及び当該事業用資産等の価格を証する書類

2 . 申請者以外の者が当該申請者の事業用資産等を有していることを証する書類

③. 申請者の売上高等が減少することが見込まれること。

申請者の代表者(代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後の3月間における売上高等の合
計の見込額(A )

上記の前事業年度の同時期における3月間の売上高等の合計(B)

売上高等の見込減少割合 (%、 10 0 - A / B × 10 0 )

(提出書類)

申請者の売上高等が減少することが見込まれることを証する書類

(記載要領)

『売上高等の合計の見込額｣については、 代表者 (代表者であった者を含む。)が死亡又は退任した後3

月以上経過している場合には、 実績を記載する。

④. 仕入先からの仕入に係る取引条件について申請者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。
仕入先の名称及び所在地

仕入先からの仕入額(A )

仕入額の総額(B)

仕入先からの仕入額の割合(%、 A / B X乍0 0 )

取引条件の設定又は変更の内容

(提出書類)

仕入先からの仕入れに係る取引条件について申請者の不利益となる設定又は変更が行われたこ
とを証する書類
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(記載要領)

｢仕入先｣については、 ｢仕入先からの仕入額の割合｣が2 0 % 以上の者を記載する。

なお、 該当する者が複数ある場合には、 それぞれにつき記載する。

⑤. その他諸費用が生じたこと。

諸費用の内容と金額

(提出書類)

諸費用が生じていることを証する書類

※申請者が会社であり、その代表者が法第14条に規定する支援措置の利用を予定する場合には、次の
事業活動

の継続に支障を生じさせる事由ごとに該当する事項を記載する。 (記載例は省略)

①, 申請者の代表者が、当該申請者以外の者が有する株式等を取得する必要
があること。

取得する株式等の価格

(提出書類)

乍. 認定申請日における株主名簿の写し

2 . 申請者の代表者が議受けの申込みをしようとする株式等の価格を証する書類

②. 申請者の代表者が、当該申請者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要
があること。

取得する不動産の所在地及び地番又は家屋番号並びに価格

取得する動産の名称と価格

返済を行う申請者に対する貸付金に係る債権者と金額

支払を行う申請者に対する未収金に係る債権者と金額

(提出書類)

1 , 申請者が議受けの申込みをしようとする事業用資産等の登記事項証明書く当
該事業用資産

等が不動産である場合に限る。)及び当該事業用資産等の価格を証する書類

2 . 申請者又はその代表者以外の者が当該申請者の事業用資産等を有しているこ
とを証する書

類

③. 申請者の代表者が株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付
することが見込まれるこ

と。

相続税又は贈与税の見込額

(提出書類)

申請者の代表者が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した株式等若しくは事業用資産等に係

る相続税又は贈与税の見込額を記載した書類
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④. 申請者の代表者が当該申請者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて当該代表者が他の共

同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。

遺産の分割により負担する債務の金額

(提出書類)

遺産の分割に係る和解契約書、審判書又は調停の調書

⑤. 申請者の代表者が有する当該申請者の株式等又は事業用資産等に対して遺留分の減殺を受けた場合にお

ける当該株式又は当該事業用資産等の返済義務を免れるための価額弁償をすること。
遺留分の減殺に係る価額弁償の金額

(提出書類)

価額弁償を命ずる判決書又は価額弁償をする旨の和解契約書、和解の調書若しくは調停の調書

◎, その他諸費用が生じたこと。

諸費用の内容と金額

(提出書類)

諸費用が生じていることを証する書類
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【解説】

金融支援措置

先代経営者の死亡や退任により事業承継する場合には、 多額の資金が必要になるケースがある。

そこで円滑化法では、 経済産業大臣の認定を受けた中小企業者に対し、 金融支援措置を講じることとした。

例)

･相続などにより分散した株式等や事業用資産の買取り

･相続税の納税資金

･経営者の交代による信用の低下に伴う資金繰りの悪化

･親族外承継に伴う株式等の買取り資金

……etc

金融支援措置の概要

①. 中小企業信用保険法の特例

普通保険(限度額 2 億円)、 無担保保険 (同8 ,0 0 0万円)、 特別小口保険(同亀2 5 0万円)が別枠化

され、これにより中小企業者が信用保証協会の債務保証を受けることで金融機関からの資金調達を行いやすくな

ることを想定している。

中小企業者 認定を受けた中小企業者

普 通 保 険 2億円 2 億円十2 億円

無担保保険 8 0 0 0万円 8 ,0 0 0万円十8 ,0 0 0 万円

特別小口保険 1,2 5 0万円 亀 2 5 0万円十亀 2 5 0万円

･想定されている資金使途

･株式等や事業用資産の買取り資金

･信用状態が低下している場合の運転資金 等

②. 株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発公庫法の特例

認定を受けた中小企業者の代表者個人が必要とする資金であって、中小企業の事業活動に必要な

ものについて、 代表者個人が融資を受けられる。

事業用資産等を担保とする借り入れに係るものの弁済資金

→ 相続によって、 代表者の個人資産を担保とした資金の借り入れによる債務を承継した場合

･株式等又は事業用資産の買取り資金

→ 後継者個人が買い取る場合

→ 第三者の会社に対する貸付金や未収金の弁済も含む

→ M B○ ･E B O も対象となる

･代償分割や遺留分減殺の原資としての資金

･相続税、 贈与税の納税資金

･その他、 事業活動の継続のために後継者個人が必要とする資金
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金融支援措置適用の手続

経済産業大臣に対する認定申請

認定要件
･上場会社、 店頭公開会社でないこと

･先代経営者の死亡又は退任により下記の事由が生じていること

.代表者以外の者が持っている株式等や事業用資産を取得する必要があること

→ 相続により後継者以外の相続人に株式等が分散した

→ 株式等や事業用資産を持つ者が売却を希望している

→ M B○ ･E B O 等の場合に先代経営者から株式等を譲り受ける

.株式等や事業用資産に係る多額の相続税や贈与税の納税が見込まれること

･先代経営者の死亡又は退任後3 ケ月間の売上高又は販売数量が前年同期3 ケ月間の8 0 / 10 0

以下に減少することが見込まれること

仕入れに係る取引条件が不利益になるように設定又は変更されたこと

→ 仕入れ総額に占める割合が20 / io o以上の仕入先に限る

･取引先金融機関との取引に支障があったこと

→ 返済条件、 借り入れ条件の悪化

→ 借入額の減額

→ 与信取引の拒絶

……e tc

･代償分割や遺留分減殺について合意等があったこと

→ 裁判上又は裁判外の和解(遺産分割協議等)

→ 審判の確定や調停の成立(家事審判)

･その他、 事業活動の継続に支障を生じさせること

申請手続

･提出書類

認定申請書

別紙↑及び別紙2

添付書類

別紙 l及び別紙2 に係る添付書類(書式サンプル内の｢提出書類｣がこれにあたる)

･提出先

各地方経済産業局

※認定後に｢認定書｣が交付される

認定後に金融機関等で融資の申込みを行うことになるが、 認定を受けたからといって融資が実行されると

は限らない

　　　　　認定の取り消し

下記に該当することが判明した時は、 認定が取消されることになります。
･認定申請に係る代表者が退任したこと

･個人事業主の場合は、 中小企業者が事業の全部を廃止又は譲渡したこと
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中川宏煕会員が黄綬褒章を受章されました
この度、 春の褒章において、 本会の中川宏煕会員が黄綬褒章を受章されました。

受賞のご感想

｢思いがけなく、 図らずも受賞する運びとなりました。 ありがとうございます。

この栄誉は私個人ではなく、 北海道行政書士会が頂戴したと認識しております。

この道に約4 0年携わり会務も昭和6 2年より業研部長、 そして平成 5 年より副会長を拝命させて

頂きました。

これもひとえに様々な皆様のおかげで業務を継続できた結果と存じます。｣

受賞おめでとうございます。 益々のご活躍を祈念申し上げます。

｢職務上請求書申請オンライン化
実現のための会議｣が開催されました

平成2 1年 4 月↑4日、 本会会議室において、 ｢職務上請求書申請オンライン化実現のための会議｣が開

催されました。

日行連からは、深貝亨副会長のほか、相羽利子認証局運営委員会委員長(新潟会会長)および委員の鎌

田敬鹿児島会長、小松靖道日本商工会議所情報推進部長の2名が本会主催により出席され、熊本会から

村上幹夫電子対策部長が出席されました。北海道情報政策課からは近藤晃司参事をはじめ4名が参加さ

れました。

会議では、 全国の行政書士が使用できる汎用性のある制度構築に向け、 各種行政手続オンライン化へ

の取組状況および北海道会の事業プランについての報告 ･意見が交わされました。 企画開発部、 総務部

の連携により早期の実現を目指します。

Wキーくさ′レジ 超鰯虱函るマニア--一端サヤ一言----′'" -ゞ 4 甥概ね島やれ対さ ′、ミ



叫 圏-■
後見人が被後見人所有の財物を横領した場合における刑法2 4 4 条 !項の準用につ

いて。 ,

(参考)

刑法第24 4条 1項 配偶者、 直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、
第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

囮 ■■■
近時、後見人が被後見人の財産を横領するなどの違法行為が発生し、その責任が強く

問われる案件が増加しているようです。その多くは、成年後見において被後見人の財産

管理能力が低下していることから発生するものと思われますが、 近時、未成年後見の事

案での横領について、 平成20年 2 月 18日最高裁判所第一小法廷決定がなされましたの

で紹介致します。

本件は、 家庭裁判所から選任された未成年後見人である被告人が、 共犯者2 名と共謀

の上、 後見の事務として業務上預かり保管中の未成年被後見人の貯金を引き出して横領

したという業務上横領の事案であるところ、被告人は、未成年被後見人の祖母であるか

ら、 刑法25 5条が準用する同法24 4条 1項により刑を免除すべきであるとの主張がな

されました。

これに対して最高裁は、 ｢刑法25 5条が準用する同法24 4条 1項は、 親族間の一定の

財産犯罪については、 国家が刑罰権の行使を差し控え、 親族間の自律にゆだねる方が

望ましいという政策的な考慮に基づき、 その犯人の処罰につき特例を設けたにすぎず、
その犯罪の成立を否定したものではない(最高裁昭和25年 (れ)第 12 8 4号同年12月 12

日第三小法廷判決 ･刑集4 巻12号2 54 3頁参照)｣として同条の趣旨を述べました。 そ

して、 ｢一方、 家庭裁判所から選任された未成年後見人は、 未成年被後見人の財産を管

理し、 その財産に関する法律行為について未成年被後見人を代表するが(民法8 5 9条 1

項)、 その権限の行使に当たっては、 未成年被後見人と親族関係にあるか否かを問わず、
善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負い(同法8 6 9条、6 4 4条)、 家庭

裁判所の監督を受ける (同法8 6 3条)。 また、 家庭裁判所は、 未成年後見人に不正な行

為等後見の任務に適しない事由があるときは、職権でもこれを解任することができる (同

法84 6条)。 このように、 民法上、未成年後見人は、未成年被後見人と親族関係にある

か否かの区別なく、 等しく未成年被後見人のためにその財産-を誠実に管理すべき法律上

の義務を負っていることは明らかである｣との解釈を示しました。

その上で、｢そうすると、未成年後見人の後見の事務は公約性格を有するものであって、
家庭裁判所から選任された未成年後見人が、業務上占有する未成年被後見人所有の財物

を横領した場合に、 上記のような趣旨で定められた刑法24 4条す項を準用して刑法上

の処罰を免れるものと解する余地はない｣としました。 このことから、 ｢したがって、 本

件に同条項の準用はなく、被告人の刑は免除されない｣と判示しました。



re p o rt

夕張市長が本会に来訪されました
平成2↑年 4 月2 1日 (火)に、 本会が2 月、 3 月に行った社会貢献活動の夕張市民向け支援業務 (確定申

告及び指名参加申請)について、藤倉肇夕張市長及び夕張市総務課税務管財グループ総括主幹 ･三浦護氏

並びに同グループ主幹 .近野正樹氏が御礼のため来会され、本会

加藤会長と》土谷総務部長との会談が行われました。
平成2 0年から行われている支援業務は、 2 年目になり市民及び 、

霊認曜骸顔蝨

市職員からの反響も多く大変感謝しておりますと御礼の言葉を頂

きました。

藤倉市長は、今後も本会からの支援を頂けますようお願い致し

ますと次年以降についても支援のお願いがあり、 加藤会長も本会

として前向きに取り組んでいく姿勢を表しました。 左から夕張市藤倉市長 ･ヨ甫主幹･近野主幹

会談の様子 左から本会江谷総務部長加藤会長青田事務局長 左から加藤会長 ･藤倉市長 ･)]谷部長

運輸相談会の報告
去る 3 月2 7日、 3 0日、 3 1日の 3 日間、 札幌運輸支局と

帯広運輸支局において、 それぞれの支部会員の協力のもと

運輸相談会が行われました。新規や移転、抹消等の登録手

続きが非常に混み合うこの時期に例年行われている相談会

ですが、 札幌での 3 日間の延べ相談件数は5 4弩件、 帯広で

は2 9 9件でした。

(表は相談件数の内訳)

区 分 札, 幌 帯 広

新規登録 2 5

移転 ･変更 2 8 4 乍簾6

抹 消 2 2 2 l6 l

その他 3 3 17

相談の合計 5 4↑ 2 9 9

　　　　 　　
　　　

会場の様子

札幌運輸支局
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渉外業務研修会開催のご案内′
　

下記の要領で通算第2 6回研修会を実施します。

講師は東京都行政書士会の榎本行雄先生です。ご存じの方も多いと存じますが、榎本先生は｢詳解国

際結婚の手引き第2 版｣(明石書店)など数多くの渉外業務関連図書の編著を手掛けられており、行政書

士界の渉外業務第一人者ともいえる方です。

今回は実務面から在留特別許可について、 また今回の入管法の抜本改正についての解説をしていただ

　　
　

　 　

　

　

開催日時 :平成2 1年 6 月2 7日 (土曜日) 午後 2 時3 0分から5 時0 0分まで

開催場所 :ホテルノースイン札幌(北農健保会館)

札幌市中央区北4条西7 丁目

(JR 札幌駅 ･市営地下鉄さっぽろ駅下車、 西側徒歩 5 分)

テ ー マ :↑ . ｢認知による (在特 - 定住)｣事案

2 . ｢入管法改正について｣く2 0年ぶりの (法律改正の中身) >

講 師 :東京都行政書士会 榎 本 行 雄 ･先生

参 加 費 :会員/ 受講料3 ,00 0円(資料代込)+ 会費5 p oo円(半年間分)

会員外 (ビジター) / 受講料5 ,0 0 0円

申込方法 :氏名、 所属支部、 電話番号、 FA X番号を記載の上、

下記へFメ以でお申し込み下さい。

申 込 先 :国際法務研究会事務局(滝沢事務所気付) 担当/堀川

FA X番号 "0 1 1‐2 6年‐2 6 5 7

申込締切 :平成2 l年 6 月 19日 (金曜日)まで

※研修会終了後、 講師の榎本先生を囲み懇親会を開催します (会費4 ,0 0 0円程度)。

王‐ 催 :行政書士国際法務研究会
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さ N e辱弱Q c e 瀞入会淺な し

えんとう わうだい
遠 藤 雄 大 昭和“年6月 l日生
網走支部 平成2l年 3月 1日入会
事 務 所 斜里郡斜里町港町5番地9

T E L O152‐23‐3 64 0
FA× 0152‐23 1 0 02

とうみや じゅんじ
東 宮 淳 二 昭和4牌 1月15口生

札幌支部 平成21年 3月 1 H入会
事 務 所 江別市野閼末広町27番地の7

T E L O11一382‐0184
F A X O11‐382‐0184

〈コメント)

相続計算など業務にお役立てできるツールも制作しています。輿味が
ございましたら、 私までご一報ください。

窓むら さとう
-
↑ツ ｣r口 昭和24年 1月23日生

札幌支部 平成21年 3月 1 H 入会
事 務 所 ･千歳市自由ヶ丘3丁目3番4号

T E L O12 3‐24‐895 1
FA X O123‐24‐89 68

(コメント)

20年来、 保険代理店業を営んできましたが、 1級ファイナンシャル ･
プランナーの資格を活かすべく、本会に入会させていただきました。 こ
れからは団塊の世代の仲間の皆様に多少、なりともお役に立つことができ
れば本望だと思っております。 どうかご指導宜しくお願い致します。

ながおか ひでかず

長 岡 秀 和 昭和33年 7月 5日生

網走支部 平成21年 4月 2 日入会
事 務 所 北見市とん田東町539番地1

ピズプラザA IAをU 2階202号

T E L O157‐33‐5710

F′、X O157‐3 3‐5710

ば穣 芳よ 製 昭和23年期 6日生
十勝支部 平成21年4月 2 日入会
事 務 所 帯広市西19条南3丁目9番8号

T E L O15 5‐33‐6969

F A× 0 155‐67‐816 8

(コメント)

4 月 2 日づけで登録されました十勝支部の佐蒔芳夫です。還暦の新人
ですが、宜しくお願いします。もとは東京で建築関係(構造設計)の仕事
をしておりました。故郷に帰り行政書士と建築設計事務所(2 級建築士 ･

こさか ひるあき
小 坂 弘 章 昭和48年7月 相生
札幌支部 平成21年 3月 1日入会
事 務 所 札幌市中央区北 14条西15丁目1番35号

T E L O11‐76 8 70 32
F A X O11‐707‐1103

ちだ ひるのり
千 田 浩 文 昭和5婢 9月22日生

函館支部 平成21年 3月 1ロ入会
事務 所 二海部八雲町性初町67番地

そとざき だし、すけ

外 崎 大 輔 昭和45年12月18□生

札幌支部 平成21年4月 2日入会
事 務 所 札幌市中央区大通西15丁目3番地 12

む、1よら ひさとし

井 原 久 敏 昭和23年 1月28日生

網走支部 平成21年 4月 2 日入会
事 務 所 北見市常呂町字常呂220番地2

みなかた ひるゆき
南 方 宏 幸 昭和29年 5月 4 R 生

札幌支部 平成21年 4月 2 臼入会
事 務 所 札幌市中央区南 17条西10丁目2番20

610号
T E L O I1‐532‐7212

Fノ、X o n‐532‐7212

(コメント)

30年余流通業界で勤めてきました。 人生の｢林住期｣を迎え、 仕事と務
めを果たせる場を与えられ感謝しております。

酷捗灘圏隷霊藥睫圏痙幾騎鯛圏腰･忙･【亜鬮

(コメント)

くコメント) くコメント)



く理事会 ･常任理事会･正副会長会 )

会 議 名 開 催 年 月 日 会 場 主 な 議 題

第2回正副会長会 平成2 l年 3月 3 日 本会会議室 (1)当面する課題について (2 )その他

第13回常任理事会 平成2 1年 3月 2 1日 本会会議室 ①報告事項 (1)日行達関係 (2)各部からの報告
②協議事項 (1)平成20年度事業報告及び決算見込みに
ついて (2)平成2 1年度事業計画及び収支予算案につ
いて (3 )平成2 l年度収支予算案について (4)その他
理事会付議案件について (5 )当面する課題について

第3回理事会 平成2 1年 3月 28日 本会会議室 ①報告事項 (1)日行達関係 (2)各部からの報告 (3 )緊
急特別、A D R推進各委員会からの報告
②協議事項 (1)平成20年度事業報告について (2)平成
2 0年度決算見込について (3)平成2 1年度事業計画に
ついて (4 )平成2 1年度収支予算について (5)北海道
行取曰ムムム只切也行規則の一部改正について (6 )経
理事務細則、旅費細則、弔慰見舞細則、事務処理細則に
ついて (7 )職務上請求書払出細則について (8 )その
他

第1回常任理事会 平成2 1年 4 月 24日 リンケージプラザ ①報告事項 (1)日行連関係 (2)各部からの報告
②協議事項 (1)平成20年度事業報告及び決算報告につ
いて (2)平成2 1年度事業計画及び収支予算について
(3 )定時総会議案について (4 )当面する課題について
(5 )その他

く委員会 )

会 議 名 開 催 年 月 日 会 場 主 な 議 題

第12回登録調査委員会 平成2 1年 3 月 4 日 本会会議室 登録調査 新規7名、変更4 名

第3 回成年後見制度準備委員会 平成2 1年 3 月 5 日 本会会議室

第20回ホームページ運営委員会 平成2 1年 3 月 5 日 本会会議室

第17回会報編集委員会 平成2 1年 3 月 竹日 本会会議室

第6回申請取次行政書士管理委員会 平成2 1年 3 月 13日 本会会議室

第4 回成年後見制度準備委員会 平成2 1年 3 月 13日 本会会議室

第9 回研修委員会 平成2 1年 3 月 17日 本会会議室

第2 1回ホームページ運営委員会 平成2 1年 3 月 17日 本会会議室

第6回A D R推進委員会 平成2 1年 3 月 t9日 本会会議室

第1回登録調査委員会 平成2 1年 4 月 8 日 本会会議室 登録調査 新規15名、変更2名

第1回ホームページ運営委員会 平成2 1年 4 月 8 日 本会会議室

第1回長期会費等滞納整理委員会 平成2 1年 4 月 9 日 本会会議室

第1回A D R推進委員会 平成2 1年 4 月 10日 本会会議室

第1回申請取次行政書士管理委員会 平成2 1年 4 月 l4日 本会会議室

第1回成年後見制度準備委員会 平成2 1年 4 月 l5日 本会会議室

第7回選挙管理委員会 平成2 1年 4 月 l6日 本会会議室

第↑回研修委員会 平成2 1年 4 月 2 1日 本会会議室

第↑回会報編集委員会 平成2 1年 4 月 2 2日 本会会議室

第2回ホームページ運営委員会 平成2 1年 4 月 2 3日 本会会議室第2回ホームページ運営委員会 平成2 1年 4 月 2 3日 本会会議室



編 現在の会報編集委員で発行する会報は、今号で

集 最後となりますo

後 この 2 年間の紙面を振り返ると･ ｢ビックアッ

記 プ｣では道内を元 気こする活動、 特に今年はエコ

ロジーをキーワー 料こ言舌題を取り上げ、 ｢支部ピッ

クアップ｣では各支部長に支部の活動や会員の業

務の様子をうかがい、 全道の支部を 2 年間に渡っ

て取材しました。
また、 昨年度の｢電子化特集算法人化を問う｣、

今年度の｢後見最前線｣では、行政書士業務の新規

業務と新業務形態について、 各 1 年間の特集を組

んで取り上げてきました。

毎号、編集委員とその他関係者が編集会議を重

ねて会報を発行してきたわけですが、その苦労を

支えてくださったのは、 合同支部研修などの様子

を取材に行った編集委員に暖かい声を掛けてくだ

さった会員の皆様であり、 忙しい中で業務資料を

提供してくださった会員のご協力のおかげである

と、 編集委員一同、 会員の皆様に心より感謝を申

し上げます。
2 年間、 会報をご愛読いただきありがとうござ

いました。

次期編集委員会にもご期待下さい。

2 0 0 9 . 5 . 第2 9 5 号
、 発 行 人 :加 藤 隆

平成2篭年5 月 2 5 日発行 編 集 人 :松 井 -隆

郵便番号 0 6 0‐0 0 0 1
札幌市中央区北 1条西 10 丁目 1番4 号

北 l条サンマウンテンビル5 階
T E L 代表 (o n ) 2 2 1 -1 2 2 1 ･ F刃紋o = ) 2 8 1‐4 l 3 8

夫 発 行 所はと海道行政書士会

文 印 刷 所 ; (株) スリーエス印刷

取引銀行 北海道銀行本店 (当 19 範 6 )

北洋銀行本店 (音 0 7 4 2 6 5 0

北洋銀行札幌南支店 (書 0 5 7 0 3 4 4 )
北洋銀行札幌営業部 (昔 3 8 9 4 44 )

振替口座 0 2 7 3 0‐0 8 2 2 4 番

会員数の概要
総 会 員 数 前年同月比 前 月 比

1 ,4 9 2 (個人亀4 8 1 '法人生○
十 9 ー 2

男性 = ,3 5 4 l 女性 l 12 7
平成2 1年4 月末現在 - ^ 1

‐ ･ = ‘ ･
　　　 　　 　

　

申請取次行政書士管理委員会からの大切なお知らせ

申請取次の資格者を証明する届出済証明書の有効期間は3 年間です。証明書の有効期

間満了の 4 か月前から2 か月前位までに必要な書類を整えた上で、 本会事務局に申請し

てください。

平成2 1年 1 月より、 新規 ･更新届出の受付は毎月末日締めとさせていただきます。 新

届出済証明書が発行されるまで、 さらに 1 か月程度かかる見込みですので、 業務に支障

がないように余裕を持って申請を行なってください。

届出済証明書の有効期間の間に、日本行政書士会連合会申請取次行政書士管理委員会

の指定する実務研修会を↑回以上受講する必要があります。 受講していない場合または

更新期間が既に経過している場合には、 更新届出ができませんのでご注意ください。



北海道行政書士会々員の皆様、いつもありがとうございます。"鸚嘉穂閼ワイヌ鐵其データシステム
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電子申請で
! しノ= 電子申請で
　　　

印刷が不要になる ! ＼ ｣ 入湯 !キャッシュバック増額 ･
,

{印刷枚数J
ノ 訝
ミキャッシュバックポイント/ 申請 )

!

標準コース(法人)

5 ◎枚鰺○救 逕油 5ooめ鑿鮒鯰Pti　 　
すぐに開始できます 園 圃

ね
=初回3期分もふ配なし已塞型業

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　
◎ 鞭鬱臟螂醸艘鋼機関 ワイズ公共デ鬮タシステム株式会社

http :/ / w w w .w ls e - p d s.ip / 國離陸コ図島
北海道営業所/ 〒060‐000 1 札幌市中央区北f条西2丁目円番地1 23山京ビル7階 T E LO 1 T‐8 0 2‐7 6 8 5
本社 / 〒380‐08 15 長野市田町2 120 - 1 TEL0 26‐232一針 45
柵岡営業所 / 〒8 12‐00 1 1 福岡市博多区博多駅前3-4‐8 ダヴィンチ博多シティ3階 TELO 9 2‐29 2‐8 10 1
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J 雪 z玄米の冬眠 こ れがびばし、のぉ米｢雪蔵ェ房｣の秘密ですo

,瘡錠 せっかく玉のよぅな美しい月腋生んでも･肌が荒れては何とも

‘ なりませんもお米も同じです。保存に工夫をしなければ、糠層
が分離して肌ずれが起こり、新米のおいしさが失われます。雪
蔵工房は、コヒ海道ならではの環境にも優しい雪エネルギーを活ノ
期し、細心の注意をまらって5℃前後の温度と湿度7 0 % の最 ,
通な環境で貯蔵じ、玄米のまま冬眠させる｢雪零温貯蔵｣が新
米そのままの味をお届けする｢雪蔵工房｣の秘密なのです。! て　　　 　 　 　 　　 　　　 　 　 　 　 　　 　　 　　

〒o72 - ooo 1 美唄市大通り東1条北1丁目2 番1号

美唄市農業協同組合
T E L.0 12 6‐6 3 - 0 5 26 (米麦課直通)

ょっと酸味のあ
したジュースで

機完熟もあり穀
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〒o78‐2202 雨竜郡沼田町南1条3 丁目6 番5 3号

沼田町役場農業振興課
T E L .0 16 4‐3 5‐2 1 1 4 F A X .0 16 4‐3 5‐2 3 3 9

E -m a il n o u g y o u @ to w n‐n u m a ta .h o k k a id o J P

′

北海道遺産
llok蛆;doHe行-a探

京極町

蝦夷富士｢羊蹄山｣に降った雨や雪解け水が濾過され、地中のミネラルを加

えながら50 ~ 70年という長い時間を経て流れ出る恵みの湧水です。｢京極の

ふきだし湧水｣は国内最大級のもので、 1日の湧水量は8万トン、 30万人の生

活水に匹敵します。 198 5年、環境庁の ｢名水百選｣にも選ばれ、この自然が

与えてくれた、おいしい水を求めて訪れる人が絶えません。
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